
富山市教育委員会１１月定例会 資料



. 



三郷小学校、上条小学校の一次統合について 

［学校再編推進課］ 

１ 三郷小学校、上条小学校について、５小学校（水橋中部小学校、

水橋西部小学校、水橋東部小学校、三郷小学校、上条小学校）及び

２中学校（水橋中学校、三成中学校）の水橋地区の統合に先行して、

令和４年４月1日から一次統合する。 

２ 一次統合校の場所は、三郷小学校（富山市水橋小路３４５番地）

とする。 

３ 一次統合校の通学区域については、三郷小学校と上条小学校の通

学区域を合わせた区域とする。 

４ 一次統合校の名称は「三成小学校」とする。 
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議案第４５号



八尾中学校、杉原中学校の統合について 

［学校再編推進課］ 

１ 八尾中学校、杉原中学校について、令和４年４月1日から統合する。 

２ 統合校の場所は、富山市八尾町井田１２０番地１とする。 

３ 統合校の通学区域については、八尾中学校と杉原中学校の通学区域

を合わせた区域とする。 

４ 統合校の名称は「八尾中学校」とする。 
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議案第４６号



呉羽幼稚園、愛宕幼稚園及び大庄幼稚園の閉園について 

［学校再編推進課］ 

１ 呉羽幼稚園、愛宕幼稚園及び大庄幼稚園について、令和４年３月  

３１日で閉園する。 
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議案第４７号



新保なかよし認定こども園の幼保連携型認定こども園への

移行及び市長部局（こども家庭部）への移管について 

［学校教育課］ 

１ 趣 旨  

保育需要への対応や幼稚園の再編が課題となっている中、新保エリアにおい

ては、新保なかよし認定こども園が１歳児からの受け入れとなっており、他に

民間の保育施設もないことから、０歳児の保育の受け皿が確保されていない状

況である。 

このため、当施設において必要な整備を行い、令和４年４月より０歳児を受

け入れることとし、併せて、幼稚園型認定こども園から「幼保連携型認定こど

も園」に移行するもの。 

なお、現在教育委員会が所管する施設については、移行後、市長部局（こど

も家庭部）の所管となるもの。          

２ 移行及び移管日 

  令和４年４月１日 
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議案第４８号



【一般会計】

　人件費

　事業費

21,297,654 30,837 21,328,491

(項１)教育総務費 1,882,430 △ 5,070 1,877,360 1 事務局一般管理費 （人件費） △ 23,378

2 学校保健事務費 （人件費） 561

3 教育センター管理運
営事務費

（人件費） 5,329

4 野外教育活動セン
ター管理運営事務費

（人件費） 12,418

(項２)小学校費 7,919,213 37,857 7,957,070 1 総務学校管理事務費 （人件費） △ 3,243

2 統合校の新設事業費 33,000

3 新型コロナウイルス
感染症対策事業費

8,100

(項３)中学校費 8,257,459 923 8,258,382 1 総務学校管理事務費 （人件費） △ 22,294

2 統合校の新設事業費 19,000

3 新型コロナウイルス
感染症対策事業費

3,250

4 給食センター管理事
務費

（人件費） 967

(項４)幼稚園費 536,248 △ 34,908 501,340 1 総務事務費 （人件費） △ 34,908

(項５)社会教育費 2,702,304 32,035 2,734,339 1 一般管理事務費 （人件費） 1,464

2 猪谷関所館管理運営
費

900

3 管理運営事務費
（公民館費）

（人件費） △ 8,044

4 管理運営事務費
（郷土博物館費）

（人件費） 1,814

5 管理運営事務費
（民俗民芸村費）

（人件費） 14,347

6 管理運営事務費
（図書館費）

（人件費） 13,294

7 管理運営事務費
（科学博物館費）

（人件費） 3,168

8 管理運営事務費
（市民学習センター
費）

（人件費） 296

9 大沢野生涯学習セン
ター管理運営費

（人件費） 4,796

　令和３年１２月　教育委員会補正予算（案）総括表

△ 33,413

64,250
教 育 委 員 会 合 計 21,297,654 30,837 21,328,491

(款１０)教育費

(単位：千円)

区分 

補正前の額 今回補正額 補正後の額 備考

予算科目(款・項）
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議案第４９号



　人件費補正について

（１）人件費

現計
予算

今回
補正後

増減

教 育 総 務 課 148,083 △ 19,726 128,357 21 18 △ 3

学 校 再 編 推 進 課 35,836 33,539 69,375 4 9 5

学 校 施 設 課 100,893 115 101,008 14 14 0

学 校 教 育 課 211,865 △ 6,842 205,023 26 26 0

学 校 保 健 課 101,386 △ 2,859 98,527 15 15 0

大 沢 野 教 育
行 政 セ ン タ ー

36,702 △ 9,986 26,716 4 3 △ 1

大 山 教 育
行 政 セ ン タ ー

30,163 △ 3,588 26,575 4 3 △ 1

八 尾 教 育
行 政 セ ン タ ー

38,119 △ 5,374 32,745 5 4 △ 1

婦 中 教 育
行 政 セ ン タ ー

34,481 △ 8,657 25,824 4 3 △ 1

計 737,528 △ 23,378 714,150 97 95 △ 2

５ 教育センター費 教 育 セ ン タ ー 63,986 3,417 67,403 7 8 1

６ 野外教育活動
６ センター費あ 学 校 教 育 課 8,491 260 8,751 1 1 0

810,005 △ 19,701 790,304 105 104 △ 1

１ 学校管理費 教 育 総 務 課 768,763 △ 1,247 767,516 128 127 △ 1

768,763 △ 1,247 767,516 128 127 △ 1

１ 学校管理費 教 育 総 務 課 190,783 △ 21,652 169,131 29 26 △ 3

190,783 △ 21,652 169,131 29 26 △ 3

１ 幼稚園費 教 育 総 務 課 301,123 △ 10,166 290,957 49 48 △ 1

301,123 △ 10,166 290,957 49 48 △ 1

生 涯 学 習 課 81,407 △ 17,861 63,546 11 9 △ 2

大 沢 野 教 育
行 政 セ ン タ ー

0 8,916 8,916 0 1 1

婦 中 教 育
行 政 セ ン タ ー

6,501 10,162 16,663 1 2 1

埋 蔵 文 化 財
セ ン タ ー

88,684 247 88,931 11 11 0

計 176,592 1,464 178,056 23 23 0

４ 郷土博物館費 郷 土 博 物 館 45,954 1,599 47,553 6 6 0

５ 民俗民芸村費
民 俗 民 芸 村
管 理 セ ン タ ー

17,945 16,229 34,174 2 4 2

６ 図書館費 図 書 館 152,994 13,294 166,288 23 24 1

７ 科学博物館費 科学博物館総務課 123,642 3,168 126,810 17 17 0

市民学習センター 22,034 296 22,330 3 3 0

大 沢 野 生 涯 学 習
セ ン タ ー

10,110 9,465 19,575 1 2 1

計 32,144 9,761 41,905 4 5 1

549,271 45,515 594,786 75 79 4

2,619,945 △ 7,251 2,612,694 386 384 △ 2

款 項

合　　 計

小　計

２
小
学
校
費

３
中
学
校
費

10
教
育
費

５
社
会
教
育
費

職員数（人）
目

小　計

小　計

所　　　属

２ 事務局費

現計
予算額

（千円）

補正額
（千円）

補正後
予算額

（千円）

小　計

４
幼
稚
園
費

小　計

１
教
育
総
務
費

１ 社会教育総務費

８ 市民学習
   センター費
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（２）報酬等

２ 事務局費 学 校 保 健 課 37,977 561 38,538

５ 教育センター費 教 育 セ ン タ ー 27,316 1,912 29,228

６ 野外教育活動
６ センター費あ 学 校 教 育 課 32,994 12,158 45,152

98,287 14,631 112,918

１ 学校管理費 教 育 総 務 課 270,326 △ 1,996 268,330

270,326 △ 1,996 268,330

１ 学校管理費 教 育 総 務 課 142,059 △ 642 141,417

４ 給食センター費 学 校 保 健 課 12,968 967 13,935

155,027 325 155,352

１ 幼稚園費 教 育 総 務 課 158,389 △ 24,742 133,647

158,389 △ 24,742 133,647

３ 公民館費 生 涯 学 習 課 292,437 △ 8,044 284,393

４ 郷土博物館費 郷 土 博 物 館 26,935 215 27,150

５ 民俗民芸村費
民 俗 民 芸 村
管 理 セ ン タ ー

78,856 △ 1,882 76,974

８ 市民学習
   センター費

大 沢 野 生 涯 学 習
セ ン タ ー

10,737 △ 4,669 6,068

408,965 △ 14,380 394,585

1,090,994 △ 26,162 1,064,832

3,710,939 △ 33,413 3,677,526

款 項 目

教 育 委 員 会
人件費・報酬等
総　　合　　計

現計
予算額

（千円）

補正額
（千円）

補正額
（千円）

所　　　属

10
教
育
費

１
教
育
総
務
費

補正後
予算額

（千円）

小　計

合　　 計

小　計

５
社
会
教
育
費

補正後
予算額

（千円）

２
小
学
校
費

小　計

小　計

現計
予算額

（千円）

小　計

３
中
学
校
費

４
幼
稚
園
費
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第 ３ 表　　繰越明許費

　　（単位　千円）

事    業    名 金　　額

10 教 育 費 2 小 学 校 費 統 合 校 の 新 設 事 業 費 33,000

3 中 学 校 費 統 合 校 の 新 設 事 業 費 19,000

款 項

8



【新型コロナウイルス感染症対策事業費（小・中学校）】 

 小・中学校における新型コロナウイルス感染症 

対策事業について 
［教育総務課］ 

（１）補正額     小学校費  ８，１００千円 

財源内訳 国庫支出金 ８，１００千円 

中学校費  ３，２５０千円 

財源内訳 国庫支出金 ３，２５０千円 

（２）事業目的 

子どもたちの学びを継続的に保障するため、文部科学省の「感染症対策

等の学校教育活動継続支援事業」を活用し、小・中学校における感染症対

策を強化・徹底するもの。 

（３）事業内容 

ア．教室等における３密対策として、換気を徹底するためのサーキュレ

ーター等の追加購入 

イ．密集を避けるため、余裕教室等を活用した学習活動を継続的・効果

的に実施するために必要となる備品（ホワイトボードやプロジェクタ

ー等の ICT 機器等）の追加購入  など 
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【統合校の新設事業費（小・中学校）】 

 水橋地区統合校の整備について 

［学校再編推進課］ 

（１）補正額     小学校費  ３３，０００千円 

財源内訳 一般財源 ３３，０００千円 

中学校費  １９，０００千円 

財源内訳 一般財源 １９，０００千円 

（２）事業目的 

令和８年４月開校を目指す水橋地区統合校整備事業のＰＦＩ事業者を選

定するための業務及び水橋地区統合校の設計、事業費の算定等で必要とな

る地質調査を行うもの。 

（３）事業内容 

ア．ＰＦＩアドバイザリー業務委託 

事業費:35,000 千円（小学校費:22,000 千円、中学校費:13,000 千円） 

水橋地区統合校整備事業のＰＦＩ事業者を選定するために必要な以下

の業務等について、必要な資料作成及び調査・検討等を行う。

実施方針等の策定・公表、特定事業の選定・公表、事業者募集、 

事業者提案の審査、事業者選定委員会の運営、事業契約等の締結

イ．地質調査業務委託

事業費:17,000 千円（小学校費:11,000 千円、中学校費:6,000 千円） 

整備予定地である水橋高等学校敷地の地表部には軟弱な地質が分布し

ているため、ボーリング調査（６か所）を行う。

（４）事業者選定のスケジュール 

令和４年１月～  実施方針・要求水準書等の策定

７月   実施方針等の公表

    ８月   特定事業の選定

    ９月   募集要項等の公表

令和５年３月   事業者選定
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【猪谷関所館管理運営費】 

 猪谷関所館展示室空調機更新について 

［大沢野教育行政センター］ 

（１）補正額     ９００千円 

財源内訳 一般財源 ９００千円 

（２）事業目的 

猪谷関所館において、故障した展示室の空調機を更新し、来館者が快適

に見学できる環境を整えるもの。

（３）事業内容 

空調機器更新業務委託 ９００千円

11



議案第２１６号 

委託契約締結の件 

富山市科学博物館プラネタリウム更新業務委託について、次のとお

り委託契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第５号の規定により、市議会の議決を求める。 

令和３年１２月１日提出 

               富山市長  藤 井 裕 久 

               記 

１ 契 約 の 目 的 富山市科学博物館プラネタリウム更新業務委託 

２ 契 約 の 方 法 随意契約 

３ 契 約 の 金 額 ３２３，７８５，０００円 

４ 契約の相手方 東京都府中市矢崎町四丁目１６番地 

         株式会社五藤光学研究所 

         取締役社長 五藤 信隆 
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議案第５０号



【委託契約締結の件】 

 科学博物館プラネタリウム更新業務委託 

［科学博物館］ 

（１）目 的 

   プラネタリウムの総合的な魅力向上と、導入から１２年が経過した機器

の老朽化への対応として、プラネタリウム投影設備等の更新を図るもの。 

（２）業務委託の内容 

  ア．整備方針 

・本物に近い星空の共有による探求心の醸成 

   ・快適性とエンターテイメント性を両立した学びの空間 

   ・ドーム形状を活かした多様な活用 

  イ．主な整備内容 

 現 行 更新後 

投影システム デジタル式（４Ｋ） 光学式（スターボール） 

デジタル式（４Ｋ） 

座席数 242 席 

・通常席 240 席 

・可動席 2 席 

179 席 

・通常席 156 席  

・可動席 9 席 

・親子席 8 席（ペアシート） 

・フラットエリア 6 席 

ステージ面積 約１０㎡ 約２０㎡ 

ライブ映像の

投影 

前面に四角の画面の

み 

全天周投影やインターネット映

像も可能 

前室 なし あり（光漏れと防音への対策）

（３）契約の内容 

   契 約 の 金 額 ： ３２３，７８５，０００円 

   履 行 期 間 ： 契約締結日の翌開庁日 ～ 令和５年３月１５日 

   契約の相手方 ： 株式会社五藤光学研究所 
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議案第２１７号 

  工事請負契約締結の件 

 上滝中学校校舎及び体育館解体工事について、次のとおり請負契約 

を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第 

１項第５号の規定により、市議会の議決を求める。 

令和３年１２月１日提出 

               富山市長  藤 井 裕 久     

記 

１ 契 約 の 目 的 上滝中学校校舎及び体育館解体工事 

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額 ２９０，２７６，８００円 

４ 契約の相手方 砂原組・岡本組上滝中学校校舎及び体育館解体工 

事共同企業体 

代表者 

          富山市山室１７６番地 

          株式会社砂原組 

          代表取締役 砂原 太助 
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議案第５１号



【工事請負契約締結の件】 

 上滝中学校校舎及び体育館解体工事 

［学校施設課］ 

（１）目 的 

令和３年１２月に新校舎が完成するため、引き続き旧校舎及び体育館部

分を解体撤去することにより、周辺の環境整備に努めるもの。 

（２）内 容 

構 造
校 舎：鉄筋コンクリート造地上３階建て 

体育館：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造地上２階建て

延 床 面 積 ：約６，３６３㎡

契 約 の 金 額 ：２９０，２７６，８００円

工 期 ：契約締結日の翌開庁日 ～ 令和５年３月２０日 

契約の相手方 ：砂原組・岡本組上滝中学校校舎及び体育館解体工事共同

企業体

工事対象建物
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議案第２０８号 

富山市立学校設置条例の一部を改正する条例制定の件 

富山市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年１２月１日提出 

               富山市長  藤 井 裕 久 

富山市立学校設置条例の一部を改正する条例 

富山市立学校設置条例（平成１７年富山市条例第２５０号）の一部 

を次のように改正する。 

別表第１富山市立三郷小学校の項中「富山市立三郷小学校」を「富 

山市立三成小学校」に改め、同表富山市立上条小学校の項を削る。 

別表第２富山市立八尾中学校の項中「八尾町福島２５０番地」を「 

八尾町井田１２０番地１」に改め、同表富山市立杉原中学校の項を削 

る。 

別表第３富山市立呉羽幼稚園の項、富山市立愛宕幼稚園の項及び富 

山市立大庄幼稚園の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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 富山市立学校設置条例の一部改正について 

［学校再編推進課］ 

（１）趣旨 

幼児・児童・生徒の減少に伴い、市立学校の統合及び廃止を行うもの。 

ア．富山市立三郷小学校及び富山市立上条小学校の統合 

三郷小学校、上条小学校を一次統合し、新たな統合校を設置するも

の。 

統合校の名称   富山市立三成小学校 

統合校の位置   富山市水橋小路３４５番地（現三郷小学校） 

統合校の通学区域 三郷小学校と上条小学校の通学区域 

イ．富山市立八尾中学校及び富山市立杉原中学校の統合 

八尾中学校、杉原中学校を統合し、新たな統合校を設置するもの。 

統合校の名称   富山市立八尾中学校 

統合校の位置   富山市八尾町井田１２０番地１ 

統合校の通学区域 八尾中学校と杉原中学校の通学区域 

ウ．富山市立呉羽幼稚園、富山市立愛宕幼稚園及び富山市立大庄幼稚園の 

廃止 

（２）施行期日 

令和４年４月１日 
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議案第２１１号 

富山市立幼保連携型認定こども園条例制定の件 

富山市立幼保連携型認定こども園条例を次のように定める。 

令和３年１２月１日提出 

               富山市長  藤 井 裕 久 

富山市立幼保連携型認定こども園条例 

（設置） 

第１条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行う 

とともに、保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子ど 

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 

１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こど 

も園（以下「認定こども園」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

富山市立新保なかよし認定こども園 富山市任海４６３番地

（保育料） 

第３条 教育又は保育（時間外保育（子ども・子育て支援法（平成２ 

４年法律第６５号）第５９条第２号に規定する時間外保育をいう。 

次条第１項において同じ。）及び一時預かり保育（児童福祉法（昭 

和２２年法律第１６４号）第６条の３第７項に規定する一時預かり 

事業による保育をいう。第５条において同じ。）を除く。）を受け 

た子どもの保護者又は扶養義務者は、保育料を納付しなければなら 

ない。 

２ 保育料の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども（子 

ども・子育て支援法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定 

子どもをいう。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第 
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４条第１項に規定する満３歳以上教育・保育給付認定子ども 無 

料 

(2) 子ども・子育て支援法施行令第４条第２項に規定する満３歳未 

満保育認定子ども 富山市特定教育・保育施設及び特定地域型保 

育事業の利用者負担額を定める条例（平成２７年富山市条例第３ 

６号）別表に定める額 

３ 保育料は、当月分を翌月５日までに納付しなければならない。 

（時間外保育料） 

第４条 時間外保育を受けた子どもの保護者又は扶養義務者は、時間 

外保育料を納付しなければならない。 

２ 時間外保育料の額は、別表第１に定める額とする。 

３ 時間外保育料は、市長の指定する期日までに納付しなければなら 

ない。 

（一時預かり保育） 

第５条 一時預かり保育を受けることができる者は、認定こども園に 

在園する教育認定子ども（子ども・子育て支援法施行令第４条第１ 

項第１号に規定する教育認定子どもをいう。）その他市長が必要と 

認める子どもとする。 

２ 一時預かり保育を受けた子どもの保護者又は扶養義務者は、一時 

預かり保育料を納付しなければならない。 

３ 一時預かり保育料の額は、別表第２に定める額とする。 

４ 一時預かり保育料は、市長の指定する期日までに納付しなければ 

ならない。 

（保育料等の減免） 

第６条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料、時間外 

保育料及び一時預かり保育料（次条において「保育料等」という。 

）の全部又は一部を減免することができる。 

（保育料等の還付） 

第７条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由 

があると認めるときは、保育料等の全部又は一部を還付することが 
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できる。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（富山市立認定こども園条例の廃止） 

２ 富山市立認定こども園条例（平成２３年富山市条例第３２号）は、 

廃止する。 

（富山市立認定こども園条例の廃止に伴う経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の富山市立認定こども園条例の規定によ 

るこの条例の施行の日の前日までに受けた教育又は保育に係る保育 

料、時間外保育料及び一時預かり保育料については、なお従前の例 

による。 

（富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 

補償に関する条例の一部改正） 

４ 富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害 

補償に関する条例（平成１７年富山市条例第２４９号）の一部を次 

のように改正する。 

  第１条中「幼稚園」の次に「並びに富山市立幼保連携型認定こど 

も園」を加える。 

 第２条中「以下」を「富山市立幼保連携型認定こども園にあって 

は、市長。第４条において」に改める。 

 第５条中「教育委員会規則」を「規則又は教育委員会規則」に改 

める。 

（富山市立学校設置条例の一部改正） 

５ 富山市立学校設置条例（平成１７年富山市条例第２５０号）の一 

部を次のように改正する。 

  別表第３富山市立新保なかよし幼稚園の項を削る。 
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別表第１（第４条関係） 

区分 時間外保育料（円）

午前７時３０分から午前８時３

０分まで 

日利用 １回２００

月利用 月額３，５００

午後４時３０分から午後６時ま

で 

日利用 １回３００

月利用 月額５，０００
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別表第２（第５条関係） 

区分 一時預かり保育料（円） 

日利用 日額３００

月利用 月額３，５００

22



富山市立幼保連携型認定こども園条例の制定に伴う関係条

例の改廃について 

［学校教育課］ 

［学校保健課］ 

［学校再編推進課］ 

（１）趣旨  

新保なかよし認定こども園が、令和４年４月より幼稚園型認定こども園か

ら幼保連携型認定こども園へ移行し、こども家庭部へ移管されることに伴い、

新たにこども家庭部により「富山市立幼保連携型認定こども園条例」が制定

されることから、関係する条例の改廃を行うもの。 

＜関係する条例＞ 

①富山市立認定こども園条例 【廃止】 

②富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に 

関する条例 【一部改正】 

③富山市立学校設置条例 【一部改正】

（２）改正内容 

   富山市立幼保連携型認定こども園条例の制定に合わせ、附則で以下のとお

り改廃する。 

  ①富山市立認定こども園条例 

    廃止 

  ②富山市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に 

関する条例 

    富山市立幼保連携型認定こども園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師に係る公務上の災害について、公立学校の学校医、学校歯科医

及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の適用対象となることに伴

う規定の整備を行う。 

  ③富山市立学校設置条例 

    富山市立新保なかよし幼稚園の廃止 

（３）施行期日 

  令和４年４月１日 
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報告第 ５ ０ 号 

   専決処分報告の件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に 

より、議会において指定されている次の事項について専決処分したの 

で、同条第２項の規定により報告する。 

  令和３年１２月１日提出 

               富山市長  藤 井 裕 久     

               記 

１ 工事請負変更契約締結の件 
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専決第 ４ ５ 号 

   工事請負変更契約締結の件 

 令和３年６月３０日定例市議会において議決を得た民俗民芸村周辺

法面保護（その２）工事について、次のとおり変更契約を締結する。 

  令和３年１０月２９日専決 

               富山市長  藤 井 裕 久 

               記 

１ 契 約 の 金 額  

  変 更 前 ２８９，６０２，０００円 

  変 更 後 ２８８，７２３，０００円 
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市立小・中学校及び幼稚園の閉校式及び開校式の日程について 

［学校再編推進課］ 

 市立小・中学校再編等により、令和３年度末で閉校する小・中学校及び幼稚

園の閉校（園）式、並びに、令和４年度に開校する小・中学校の開校式の日程

について報告するもの。 

１ 閉校（園）式について 

   学校（園）名 日時 

小学校 

三郷小学校 
令和４年３月１６日（水） 

午後１時３０分 開式 

上条小学校 
令和４年３月１６日（水） 

午後３時    開式 

中学校 

杉原中学校 
令和４年３月１１日（金） 

午後２時３０分 開式 

八尾中学校 
令和４年３月１１日（金） 

午後４時     開式 

幼稚園 

愛宕幼稚園 
令和４年３月２２日（火） 

午後３時     開式 

大庄幼稚園 
令和４年３月２２日（火） 

午後１時３０分 開式 

２ 開校式について 

   学校（園）名 日時 

小学校 三成小学校 
令和４年４月６日（水） 

午前１０時   開式 

中学校 八尾中学校 
令和４年４月６日（水） 

午後１時３０分 開式 

 学校名は、学校設置条例の改正をもって正式に決定される。 
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令和4年度　富山市立中学校学校選択制

通学区域外からの入学希望者数及び抽選実施校について

富山市教育委員会

芝園中学校 140 38 51 抽選実施

堀川中学校 374 38 30 －

東部中学校 131 38 37 －

西部中学校 152 31 3 －

南部中学校 190 31 14 －

北部中学校 165 19 24 （※）

新庄中学校 266 25 5 －

岩瀬中学校 152 33 8 －

山室中学校 228 22 3 －

奥田中学校 223 38 26 －

大泉中学校 76 23 19 －

月岡中学校 76 22 2 －

呉羽中学校 197 20 7 －

水橋中学校 98 30 4 －

三成中学校 66 28 1 －

和合中学校 114 18 2 －

興南中学校 152 30 6 －

藤ノ木中学校 190 18 0 －

大沢野中学校 190 24 3 －

上滝中学校 101 30 0 －

八尾中学校 190 36 2 －

速星中学校 380 28 8 －

城山中学校 99 23 3 －

山田中学校 24 15 0 －

楡原中学校 27 15 1 －

合計 4,001 673 259

（※）　北部中学校については、通学区域外からの入学希望者が通学区域外からの受入枠を
　　上回っておりますが、受入枠総数に収まることが見込まれるため抽選は実施しません。

中学校名 受入枠総数
（入学可能な人数）

通学区域外からの
受入枠

通学区域外からの
入学希望者数

抽選実施の有無
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H31 R2 R3 R4 H31 R2 R3 R4 H31 R2 R3 R4 H31 R2 R3 R4

芝園 142 144 145 140 22 36 39 38 59 41 54 51 抽選実施 抽選実施 抽選実施 抽選実施

堀川 370 380 324 374 30 32 39 38 27 25 23 30 － － － －

東部 108 108 105 131 34 37 39 38 24 51 40 37 － 抽選実施 抽選実施 －

西部 152 152 152 152 15 5 13 31 0 1 1 3 － － － －

南部 204 190 207 190 26 20 38 31 8 15 20 14 － － － －

北部 190 190 190 165 26 17 34 19 22 12 10 24 － － － (※)

新庄 251 266 266 266 20 10 15 25 2 5 6 5 － － － －

岩瀬 140 114 152 152 16 5 25 33 5 10 24 8 － (※) (※) －

山室 251 228 228 228 20 10 13 22 1 3 3 3 － － － －

奥田 220 222 228 223 37 35 34 38 40 28 31 26 (※) － － －

大泉 81 66 75 76 22 25 21 23 30 20 16 19 (※) － － －

月岡 73 76 76 76 20 12 29 22 0 4 2 2 － － － －

呉羽 204 198 213 197 17 23 27 20 9 8 7 7 － － － －

水橋 87 76 76 98 19 17 11 30 0 1 2 4 － － － －

三成 54 62 76 66 12 19 28 28 1 0 0 1 － － － －

和合 105 114 150 114 11 6 35 18 4 3 2 2 － － － －

興南 124 136 114 152 15 15 15 30 0 7 1 6 － － － －

藤ノ木 191 190 195 190 12 12 8 18 1 0 2 0 － － － －

大沢野 170 190 190 190 14 14 27 24 1 3 1 3 － － － －

上滝 102 114 114 101 17 20 38 30 0 0 1 0 － － － －

八尾 114 108 114 190 17 21 19 36 6 2 13 2 － － － －

杉原 84 66 114 － 14 10 38 － 1 0 0 － － － － －

速星 385 370 380 380 11 14 36 28 3 1 5 8 － － － －

城山 105 87 114 99 15 15 19 23 9 1 4 3 － － － －

山田 20 22 38 24 8 12 24 15 0 0 0 0 － － － －

楡原 25 18 33 27 9 10 23 15 1 0 0 1 － － － －

合計 3,952 3,887 4,069 4,001 479 452 687 673 254 241 268 259

6.54% 7.31% 7.95% 7.84%

富山市立中学校学校選択制　通学区域外からの入学希望者数の比較

富山市教育委員会　

中学校名

受入枠総数
（ 入学可能な人数 ）

通学区域外からの受入枠
通学区域外からの入学希望

者数
抽選実施の有無

※　入学希望校申請書の提出締切時点の対象者数は、次のとおりです（特別支援学級希望者を除く）。

　　  令和4年度…3,302名、令和3年度…3,372名、令和2年度…3,381名、平成31年度…3,475名

※　通学区域外からの入学希望者数は、入学希望校申請書の提出締切時点の数値です。

※　抽選実施の有無の(※)は全体の入学希望者数が受入枠総数に収まるため、抽選を実施しない中学校です。
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令和４年度学校給食費について 

［学校保健課］ 

 学校給食費については、平成２８年度に改定を行い、その後、６年間据え置い

ておりましたが、次のとおり改定し、令和４年４月から適用するもの。 

区 分 平成２８年度 令和４年度 差額 

小学校 
一食単価 ２７４円 ２９８円 ２４円

月額給食費 ５,３００円 ５,８００円 ５００円

中学校 
一食単価 ３２３円 ３５０円 ２７円

月額給食費 ６,３００円 ６,８００円 ５００円

幼稚園 
一食単価 ２４４円 ２６４円 ２０円

月額給食費 ４,４５０円 ４,８００円 ３５０円

注 1）「月額給食費」は、一食単価に年間給食回数を乗じて、集金回数(10回)で除して算出する。 

注 2）最終回（10回目：2・3月分）は、年間経費を再計算し精算額を徴収する。

（改定理由） 

１ 平成２８年度から令和３年度の６年間で、一食あたり、主食代が約８％（４

円）、牛乳代が約１０％（５円）、さらに「食料」に関する富山市消費者物価指

数が約５％上昇している状況の中、副食（おかず等）代を抑える対応を続けて

きた結果、児童生徒に必要な栄養価の摂取基準を満たせなくなっている。 

２ 旬の食材や地元の食材を使う場合や、アレルゲンを含まない食品は、調達コ

ストが高価になることから、現状では、使用できる食材が限られ、栄養バラン

スに偏りが生じたり、他の児童生徒と同じ給食が食べられなかったりするケ

ースがあるため、改善を図るもの。 
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＜給食費改定後の献立イメージ＞

・果物のカットを小さくする ・果物のカットを大きくする

・価格の安い野菜を取り入れる

・葉物野菜を取り入れる

栄養価（令和3年11月の献立で試算）

例）中学校

4.5mg 100%

8.7g 124%

104%

32.9g
(15.2%)

基準量を
満たしている

453mg 101%

83%

120%

851kcal

31.7g
（15.0.％）

402mg

3.7mg

8.4g

基準量を
満たしている

89%

摂取量 充足率

現行

鉄

食物繊維 7.0g

4.5mg

450mg

摂取ｴﾈﾙｷﾞｰ全体の
13～20％

830kcal

摂取基準
(文科省)

エネルギー

たんぱく質

カルシウム

103%

改定後

摂取量 充足率

864kcal

・旬の食材を取り入れるなど炊き込みご飯
の回数を従来に戻す（年９回）

・炊込みご飯を回数を減らす
　（年６回）

・主菜のサイズを大きくする

・多くの児童生徒が同じ給食を食べら
れるようにする

【改定後】【現行】

・年10回牛乳の代替飲料を提供

・パンを食べやすくするためにジャム
をつける

ジャム

こんぶあえ

・ミニハンバーグ

・わかめサラダ

ほたての
クリーム煮

こんぶあえ

・ハンバーグ

・わかめサラダ

ほたての
クリーム煮

こんぶあえ

・厚焼きたまご

・ひじきの炒め煮

豚汁ごはん

オレンジ（１/６切）

こんぶあえ

・厚焼きたまご

・ひじきの炒め煮

豚汁栗ごはん

オレンジ（１/４切）

カレーライス

（チーズ入り）

サラダ（キャベツ・もやし）

フルーツ

ポンチ

カレーライス

（チーズなし）

サラダ（キャベツ・小松菜）

フルーツ

ポンチ
味付け小魚

オレンジジュース

食パン 食パン

牛乳

30



企画展 第 29 回「私の身近な自然展」

［科学博物館］ 

１ 趣 旨 市内の小学生が身近な自然の中から感じた驚きや感動、疑問

などを、絵と短い文で表現した作品を展示します。 

２ 名 称   企画展 第２９回「私の身近な自然展」 

３ 期 間 令和３年１２月１１日(土)～令和４年２月６日(日)  

４ 場 所 科学博物館２階 特別展示室 

５ 内 容 子どもたちの自然への関心を高め、自然に対する豊かな感性

を育むことを目的に毎年開催している作品展です。 

        作品 ４３６点 

        展示終了後、出展された児童に賞状をお渡しします。 

６ その他   観覧料必要

昨年の展示の様子
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